
市第８号議案 

   横浜市公園条例の一部改正 

 横浜市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成21年６月５日提出 

横浜市長 中 田   宏 

横浜市条例（番号） 

   横浜市公園条例の一部を改正する条例 

 横浜市公園条例（昭和33年３月横浜市条例第11号）の一部を次の

ように改正する。 

 第28条の２第１項中「一部ごと」を「一部」に改める。 

 別表第２の２を次のように改める。 

別表第２の２（第16条第１項及び第28条の２第１項） 

           名                   称           位             置    

馬場花木園  

入船公園   

潮田公園   

白幡公園（こどもログハウスに限る。）  

平安公園（プール及び子供用プールに限る。）  

岸谷公園（プール及び子供用プールに限る。）  

横浜市鶴見区   

三ツ沢公園（体育館に限る。）    

神の木公園  

入江町公園（プール及び子供用プールに限る。）   

神大寺中央公園（こどもログハウスに限る。）  

台町公園   

 

 

 

横浜市神奈川区   



白幡仲町公園（子供用プールに限る。）  

六角橋公園（プール及び子供用プールに限る。）   

 

岡野公園   

境之谷公園（こどもログハウスに限る。）   

横浜市西区  

本牧臨海公園  

港の見える丘公園（集会施設に限る。）  

本牧市民公園  

柏葉公園（こどもログハウスに限る。）  

元町公園   

山手イタリア山庭園  

山手公園   

日ノ出川公園  

横浜市中区  

横浜市こども植物園  

清水ケ丘公園  

弘明寺公園（プール及び子供用プールに限る。）   

永田みなみ台公園（こどもログハウスに限る。）   

中村公園（プール及び子供用プールに限る。）  

横浜市南区  

日野中央公園  

港南台北公園（こどもログハウスに限る。）  

野庭中央公園（プール及び子供用プールに限る。）   

横浜市港南区  

横浜市児童遊園地（教養施設を除く。）  

常盤公園   

川島町公園（こどもログハウスに限る。）   

 

横浜市保土ケ谷区  



川辺公園（プール及び子供用プールに限る。）   

今川公園   

南本宿公園（分区園に限る。）  

大貫谷公園（プール及び子供用プールに限る。）   

上白根大池公園（こどもログハウスに限る。）  

鶴ケ峰本町公園（プール及び子供用プールに限る。） 

横浜市旭区  

岡村公園   

新杉田公園  

洋光台南公園（プール及び子供用プールに限る。）   

洋光台駅前公園（こどもログハウスに限る。）  

名橋公園（子供用プールに限る。）    

磯子腰越公園（プール及び子供用プールに限る。）  

森町公園（プール及び子供用プールに限る。）  

横浜市磯子区  

長浜野口記念公園（集会施設に限る。）  

長浜公園   

富岡総合公園（弓道場に限る。）  

野島公園  

富岡西公園  

富岡八幡公園（プール、子供用プール及びこどもログハ

ウスに限る。）   

横浜市金沢区  

岸根公園   

新横浜公園  

大倉山公園（集会施設に限る。）  

 

 

 

 

横浜市港北区  



菊名池公園（プールに限る。）  

綱島公園（プール、子供用プール及びこどもログハウス

に限る。）  

 

玄海田公園  

新治里山公園  

長坂谷公園  

霧が丘公園（こどもログハウスに限る。）   

横浜市緑区  

谷本公園   

美しが丘公園（こどもログハウスに限る。）    

千草台公園（プール及び子供用プールに限る。）   

若草台第二公園（分区園に限る。）   

横浜市青葉区  

鴨池公園（こどもログハウスに限る。）  

茅ケ崎公園（プールに限る。）  

都田公園   

山崎公園（プール及び子供用プールに限る。）  

横浜市都筑区  

小雀公園   

俣野公園   

東俣野中央公園   

踊場公園（こどもログハウスに限る。）  

大坂下公園（プール及び子供用プールに限る。）   

横浜市戸塚区  

金井公園   

本郷ふじやま公園（弓道場に限る。）  

桂山公園（こどもログハウスに限る。）  

横浜市栄区  



しらゆり公園（プール及び子供用プールに限る。）  

中田中央公園  

いずみ台公園（こどもログハウスに限る。）    

和泉アカシア公園（分区園に限る。）  

上飯田西公園（プール及び子供用プールに限る。）  

横浜市泉区  

瀬谷本郷公園  

瀬谷中央公園（こどもログハウスに限る。）  

宮沢町第二公園（プール及び子供用プールに限る。） 

横浜市瀬谷区  

 

   附 則 

 この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 横浜市こども植物園及び横浜市児童遊園地について指定管理者に

管理を行わせる等のため、横浜市公園条例の一部を改正したいので

提案する。 

 

 


